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1．2024年4月職業安定法改正について

➀改正内容（労働条件明示について）

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場
合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要です。
2024年4月1日からは、改正前の労働条件等の明示の内容に新たに以下3点の
事項についても明示することが必要となります。
求人企業からこれらの情報が適切に伝えられているかご確認ください。

出典：https://www.mhlw.go.jp/content/001114111.pdf

改正前：労働条件等の明示の内容

出典：https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001081053.pdf

2024年4月から追加される項目

https://www.mhlw.go.jp/content/001114111.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001081053.pdf


①就業場所の変更の範囲について
➡変更の範囲がある場合は、「勤務先施設のPR/特記事項など」の欄
に記入しください。

記入例 就業場所（変更の範囲）：原則、●●市内

2．求人票の記入場所・記入例

■就業場所の変更の範囲について
雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めて、就業場
所の変更の範囲を「勤務先施設のPR/特記事項など」の欄に記入してください。
詳しくは、ナースセンター求人登録についてP9をご確認ください。

➀eナースセンター求人票について

①～③の労働条件明示追加事項につきましては、下記のとおり求人票に記入
してください。

労働条件明示追加事項
eナースセンター求人票

記入欄

➀従事すべき業務の変更の範囲 その他雇用上の特記事項

➁就業場所の変更の範囲 勤務先施設のPR/特記事項など

③有期労働契約を更新する場合の基準
（通算契約期間または更新回数の上限を含
む）

その他雇用上の特記事項



2．求人票の記入場所・記入例

■有期労働契約を更新する場合の基準について
（通算契約期間または更新回数の上限も含む）

非常勤（期間に定めのある1カ月以上の雇用）、
臨時雇用（期間が1カ月未満の雇用）について契約の更新の有無や基準、
上限等を「その他雇用上の特記事項」の欄に記入してください。詳しくは、ナー
スセンター求人登録についてP11、12をご確認ください。

②有期労働契約を更新する場合の基準について
（通算契約期間または更新回数の上限も含む）
➡「その他雇用上の特記事項」の欄に記入してください。

例1）・有期雇用の更新有（契約期間満了時の業務量、
勤務成績により判断）。
・通算の契約期間は4年を上限とする。

例2）・契約の更新有（自動的に更新する）。
・契約の更新回数は3回を上限とする。

例3）・契約の更新無



2．求人票の記入場所・記入例

③従事すべき業務の変更の範囲について
➡「その他雇用上の特記事項」の欄に記入してください。

記入例 業務内容の変更の範囲：外来看護、手術室看護

■従事すべき業務の変更の範囲について

将来の配置転換など今後「業務内容の変更」が見込まれる場合は
「その他雇用上の特記事項」の欄に記入してください。
詳しくは、ナースセンター求人登録についてP11、12をご確認ください。



2024年4月から改正障害者差別解消法が施行され、事業者によ
る障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
求人施設が、障害のある人に実施している合理的配慮があれば、
「その他雇用上の特記事項」の欄に記入してください。
詳しくは、ナースセンター求人登録についてP12をご確認ください。

3．その他法改正について

出典：https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
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